
２０２４年３月６日弁論



財政的・技術的制約がないことが立証されている。

大東水害最高裁判決の射程外

令和２年、令和６年、６年間に２度の操作規則の変更



瑕疵ある堤防建設

野村ダムの基本計画

→流量１,３００㎥/ｓの場合、３００㎥/ｓ貯めて、１,０００㎥/

ｓを放流。そのためには、１,０００㎥/ｓの放流に耐えられる
堤防建設が必要。

しかし、８００㎥/ｓに耐えられるようにしか堤防建設がされて
いなかった。

（堤防を越える時間・浸水する時間が違う）

この堤防建設の瑕疵のため、避難する時間がなくて死亡した。



４７５トンの放流の場合、高さ６ｍの河川で、残り２ｍの水位



国土交通省の公式な見解

河道未整備の区間がある場合には効果を発揮しない。 逆

中小規模洪水に効果を発揮できない。 逆

国土交通省 国土技術政策
総合研究所 河川研究部
部長 鳥居謙一氏

一定量方式について、「洪水の流入波形等に関わらず、一定の

流入量以上を調節してダムから放流を行う、いわゆるピークカッ

ト方式であるため調節に必要となる貯水容量は小さくなる。ダム

下流の河道整備が進んでおり、ある流量規模までは安全な流下

が可能である場合には高い洪水調節効果を発揮できるが、河道

の全区間を通じてこのような条件が整っている河川は少なく、ま

た中小洪水に対しては効果を発揮できない場合も多い。」



鳥居氏の経歴

国土交通省大洲国道事務所所長 平成１５年～１９年

平成１６年の水害を経験 →平成８年変更の操作規則について
検討

平成８年変更の操作規則が大規模洪水に対応できず、それゆえ
に水害が発生したことを承知していたはずである。

福井意見書で指摘されている「山鳥坂ダム建設のための操作規
則の変更」という四国地方整備局河川部の利権のために、鳥居
氏は沈黙せざるを得なかった。







「堤防整備が遅れている菅田地区が浸水被害を受けな

いために、平成８年に野村ダムの操作規則を変更して、

３００㎥/ｓしか放流しない操作規則にした。」

野村ダムの下流に設置されている鹿野川ダムにおいて

放流量を６００トンに抑えれば足りるのではないか。

菅田地区の堤防不整備と野村ダムの操作規則変更の理由



菅田地区が堤防未整備の状況で、鹿野川ダムは一定量方

式だが、野村ダムは一定率一定量方式を採用。

野村ダム一定量は必要だったのか

国は、「鹿野川ダムの改造で多く流せるようになったから」と説明

→ しかし、操作規則に基づく放流だから、理由にならない。

令和２年の操作規則の変更
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